
申込同時入札型条件付一般競争入札実施要領 

申込同時入札型条件付一般競争入札実施要領（平成２８年４月１日施行）の全部

を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この要領は、佐賀市が発注する建設工事及び建設工事に関連する業務（以下

「建設工事等」という。）の透明性、競争性及び公正性を確保するため、申込同時

入札型条件付一般競争入札（以下「申込同時入札」という。）の実施に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（入札方法） 

第２条 市長は、佐賀市が発注する建設工事等のうち、適当と認めるものについて申

込同時入札に付するものとする。 

（公告及び公表） 

第３条 市長は、前条の規定により申込同時入札に付するときは、申込同時入札に付

する建設工事等（以下「対象工事等」という。）に関し地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の６及び佐賀市財務規則（平

成１７年佐賀市規則第６２号）第８７条に定める事項について公告するものとす

る。 

２ 前項の公告は、佐賀市役所本庁の掲示場に掲示する。 

３ 市長は、第１項の公告に定める内容について、佐賀市のホームページ（以下「ホ

ームページ」という。）において公表するものとする。 

（一般競争入札参加資格） 

第４条 申込同時入札に参加できる者は、次に掲げる事項について公告で定める要件

を全て満たす者とする。 

(1) 対象工事等に係る工種及び当該工種に対応する佐賀市建設業者施行能力等級

表（公告の日において有効なものに限る。）の等級 

(2) 佐賀市が発注した建設工事等（契約監理課を契約窓口として発注した工事に

限る。）の手持工事の件数 

(3) 佐賀市競争入札参加資格審査の結果、資格があると認められた者の本店等の

所在地 

(4) 過去の同種工事等の実績及び技術者等の配置 

(5) その他市長が必要と認める事項 

２ 次に掲げる者は、申込同時入札に参加することができない。 

(1) 令第１６７条の４第２項に規定する者 

(2) 公告の日から入札の日までの間に、次に掲げる指名停止措置又は指名回避措

置（以下「指名停止等の措置」という。）のいずれかを受けている者 

(ｱ) 佐賀市（佐賀市上下水道局を含む。(ｲ)において同じ。）による指名停止等の



措置 

(ｲ) 佐賀県内の他の公共団体等による指名停止等の措置（佐賀市による指名停止

等の措置と同一の事由の指名停止等の措置については、佐賀市による当該指名

停止等の措置の開始日以後の措置を除く。） 

(3) 公告で定める期間内に、佐賀市工事成績評定要領（令和元年６月１日施行）

第４条に規定する工事に係る評定（以下「工事成績評定」という。）の結果、評

定点が７０点未満であるとして同要領第６条の規定により通知を受けた者 

(4) 一括下請、下請代金支払の遅延、特定資材の購入強制等について、関係行政

機関からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であると市長が認める

者 

(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等及びこれに準

じる者として、公共工事等から排除要請があり、当該状態が継続しているなど

請負者として不適当であると市長が認める者 

(6) 経営状態が著しく不健全であると市長が認める者 

(7) 安全管理の改善に関し、労働基準監督署の指導があり、これに対する改善義

務を怠るなど請負者として不適当であると市長が認める者 

(8) その他資格審査において不適当であると市長が認める者 

（入札参加申請及び入札の同時実施） 

第５条 入札参加を希望する者は、入札参加申請及び入札（以下「申請及び入札」と

いう。）を同時に行わなければならない。 

２ 前項の申請及び入札を行った者（以下「入札参加申請者」という。）は、入札を

辞退することができない。 

（申請及び入札） 

第６条 申請及び入札は、第３項に定める提出書類を郵便法（昭和２２年法律第１６

５号）に規定する書留（一般書留又は簡易書留に限る。）で提出すること。直接持

参その他の方法による提出は認めない。 

２ 提出書類の提出期限及び提出先は、公告で定める。 

３ 申請及び入札に必要な提出書類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 入札参加申請書 

(2) 入札書 

(3) 工事費内訳明細書 

(4) その他公告で定めるもの 

４ 入札参加を希望する者は、申請及び入札を行うに当たり、次に掲げる事項につい

て留意するものとする。 

(1) 申請書には、必要事項を記入すること。 

(2) 入札書には、入札金額、工事名、工事場所、日付、会社住所、会社名及び代



表者氏名を記入し、使用印鑑として佐賀市に届出をした印鑑を押印すること。

この場合において、入札書の日付は、開札の日を記入すること。 

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記入された金額に１００分の１１０を乗じ

て得た金額をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税業

者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に１１０分の

１００を乗じて得た金額を入札金額とすること。 

(4) 入札書及び工事費内訳明細書は、工事名と会社名を記入した封筒（以下「中

封筒」という。）に入れ、のり付けして封印すること。 

(5) 中封筒には２件以上の入札書及び工事費内訳明細書を封入しないこと。 

(6) 中封筒は、１件の入札につき１通とすること。 

(7) 中封筒に入れていない提出書類（次号において「参加申請書等」という。）及

び中封筒は、工事名と会社名を記入した封筒（以下「外封筒」という。）に入れ

ること。 

(8) 外封筒には２件以上の参加申請書等及び中封筒を封入しないこと。 

(9) 外封筒は、１件の入札につき１通とすること。 

５ 提出期限までに提出書類が到着しない者及び入札参加資格を有すると認められな

い者は、入札に参加することができない。 

（開札） 

第７条 開札は、一般公開とする。 

２ 開札を行う日時及び場所は、公告で定める。 

３ 開札は、入札参加申請者のうち立会いを希望する者を立ち会わせて行うものとす

る。この場合において、立会いを希望する者がいないときは、令第１６７条の８

第１項の規定により、入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。 

（設計図書等の交付又は購入の場所、期間等） 

第８条 入札参加を希望する者に対する対象工事の仕様書、図面及び金抜設計書（以

下「設計図書等」という。）の交付又は購入の場所及び期間は、公告で定める。 

２ 前項の期間には佐賀市の休日に関する条例（平成１７年佐賀市条例第２号）第１

条に規定する市の休日を含めない。 

３ 第１項の交付又は購入を行うことができる時間は、午前９時から午後４時までと

する。 

（設計図書等に対する質問及び回答） 

第９条 設計図書等に対する質問は、公告で定める質問先において公告で定める質問

期限までファクシミリで受け付ける。 

２ 前項の質問に対する回答は、公告で定める回答期限までに質問者に対しファクシ

ミリにより行う。 

（入札参加資格の確認等） 



第１０条 入札参加申請者のうち入札に参加する資格のない者への連絡は、公告で定

める期限までに電話により行う。この場合において、第５条第１項の規定により

入札参加申請と同時に行われた入札は、無効とする。 

２ 入札参加申請者のうち入札参加資格のある者への連絡は行わない。 

（入札保証金） 

第１１条 入札保証金は、免除とする。 

（予定価格の公表等） 

第１２条 予定価格又はその公表に関する事項は、公告に記載する。 

（入札の無効） 

第１３条 次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 

(1) 入札に参加する資格のない者 

(2) 入札について不正行為を行った者 

(3) 入札書及び工事費内訳明細書を中封筒に入れていない者 

(4) 中封筒に記入してある工事名とは異なる工事名を記入してある入札書又は工

事費内訳明細書を中封筒に入れている者 

(5) 工事費内訳明細書の積算価格と入札書の入札金額との差が１万円以上ある者 

(6) 入札金額、氏名及び印鑑について、誤脱及び判読不可能な記載がある者 

(7) １人で２以上の入札をした者 

(8) 佐賀市暴力団排除条例（平成２４年佐賀市条例第３号）第２条に規定する暴

力団、暴力団員等又はこれらの者と密接な関係を有する者 

(9) その他公告で定める事項に該当する者 

（入札中止） 

第１４条 次の各号のいずれかに該当するときは、入札を中止する。 

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

に抵触する行為を行ったと認めるとき。 

(2) 入札に参加し、及びこれに関係を有する者が共謀、結託その他の不正行為を

行い、又は行おうとしていると認めるとき。 

(3) 地形又は工作物の変動により、工事を履行することができなくなったとき。 

(4) 工事の廃止又は変更の必要があると認めるとき。 

（落札者の決定） 

第１５条 落札者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者

（次項において「最低価格入札者」という。）とする。 

２ 最低価格入札者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、令第１６７条の１０又

は令第１６７条の１０の２第１項若しくは第２項の規定を適用して落札者を決定

する。この場合において、落札となるべき入札をした者が２者以上あるときは、



前項の規定を準用して、落札者を決定する。 

４ 令第１６７条の１０又は令第１６７条の１０の２第１項若しくは第２項の規定を

適用する場合の手続に関し必要な事項は、別に定める。 

（契約保証金） 

第１６条 契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上の金額とする。ただし、契

約金額が３００万円未満の場合は、免除する。 

（入札結果の公表） 

第１７条 工事名、入札額経過、落札業者名等は、落札決定の日から、契約監理課及

び総務法制課情報公開・統計係において閲覧に供するとともに、ホームページに

おいて公表する。 

（その他） 

第１８条 入札参加申請者が３者未満の場合は、入札を行わない場合がある。 

２ 提出書類についての説明会及び現場説明会は、実施しない。 

３ 市長は、提出書類について、特に必要があると認めたときは、説明を求めるこ

とができる。 

４ 提出書類の作成に要する費用は、入札参加を希望する者の負担とし、提出後の提

出書類は返却しない。この場合において、市長は、当該提出書類の公表及び無断

使用は行わないものとする。 

５ 入札参加を希望する者及び入札参加申請者は、設計図書等を熟知するとともに、

この要領を遵守しなければならない。 

６ 工事終了後に行う工事成績評定の結果、評定点が７０点未満の場合は、市長は、

佐賀市指名基準の規定により指名停止等の措置をとることができる。 

附 則 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の申込同時入札型条件付一般競争入札実施要領の規定は、施行の日以後に

公告を行う一般競争入札について適用し、同日前に公告を行う一般競争入札につ

いては、なお従前の例による。 

（経過措置） 

３ この要領の施行日以後に公告、指名の通知又は見積提出依頼文の送付を行う案件

で、予定契約期間の末日を平成３１年９月３０日以前とする案件又は平成３１年

９月３０日以前に部分引き渡しがある案件にあっては、この要領の施行後も、な

お従前の例による。 

附 則 

１ この要領は、令和３年９月２８日から施行する。 

２ 改正後の申込同時入札型条件付一般競争入札実施要領の規定は、この要領の施行

の日以後に公告を行う一般競争入札について適用し、同日前に公告を行う一般競



争入札については、なお従前の例による。 


